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【その他の注意点】

　障害者トライアル雇用奨励金の支給を受けるためには、以下の要件のすべてを満たしていることが必要です。
（※実際の支給の可否については、支給申請後に障害者トライアル雇用等の実施状況等も含めて審査を行いま
す。）
　また、障害者トライアル雇用等を実施するためには、障害者トライアル雇用実施計画書の提出時にこれらの要
件があることを了承していることが必要です。

暴力団に関係する事業主以外の事業主である。

障害者トライアル雇用奨励金支給対象事業主要件票

公共職業安定所、地方運輸局又は職業紹介事業者（以下「安定所・紹介事業者等」という。）の障害者トライアル
雇用等求人に係る紹介により、対象者を障害者トライアル雇用等（国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地
方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行った障害者トライアル雇用等を除
く。）した事業主である。

雇用保険適用事業所の事業主である。

助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主である。

過去１年間において、対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係にある事業
主以外の事業主である。

障害者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去３年間に、障害者トライアル雇用を行った事業所にお
いて、障害者トライアル雇用を実施した後に継続雇用する労働者として雇用されなかった障害者（障害者本人の都
合による離職や本人の責めに帰すべき解雇等は除く。）の数に障害者トライアル雇用結果報告書兼障害者トライア
ル雇用奨励金支給申請書が提出されていない者の数を加えた数が３人を超え、継続雇用する労働者として雇用され
た数を上回っている事業主以外の事業主である。

障害者トライアル雇用を行った事業所において、出勤簿、労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・
保管している事業主である。

高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条第２項に基づ
き、当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主である。

安定所・紹介事業者等の紹介時点と異なる労働条件により障害者トライアル雇用を行い、障害者トライアル雇用労
働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があった事業主以外の事業主である。

助成金共通要件

障害者トライアル雇用奨励金要件

対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主である。

風俗営業等を行うことを目的とする事業所の事業主以外の事業主である。

障害者トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して過去３年間に、当該障害者トライアル雇用等に係る対象
者を雇用したことがない事業主である。

障害者総合支援法に基づく、就労継続支援事業（Ａ型）を行う事業所であり、施設の利用者として障害者トライア
ル雇用等を行うものではない。

※障害者トライアル雇用の紹介を受けた場合は、書類選考ではなく面接による選考を行ってください。

障害者トライアル雇用等を行った事業所の事業主又は取締役の３親等以内の親族（配偶者、３親等以内の血族及び
姻族をいう。）以外の対象者を雇い入れた事業主である。

支給申請日の前日から起算して過去１年間に労働関係法令違反により送検処分を受けていない事業主である。

助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応
じ提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主である。

支給申請日又は支給決定日時点で倒産している事業主以外の事業主である。

国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人以外の事業主である。

併給調整の対象となる助成金の支給を受けていない事業主である。

過去３年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給の処分を受けていない事業主である。

支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がない事業主である。

障害者トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して過去３年間に、当該障害者トライアル雇用等に係る対象
者に職場適応訓練（短期訓練を除く。）を行ったことがない事業主である。

障害者トライアル雇用等労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主である。（障害者短時間ト
ライアル雇用を除く。）

基準期間（障害者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して６か月前の日から障害者トライアル雇用期間を
終了する日までの期間をいう。）に、障害者トライアル雇用に係る事業所において、雇用保険被保険者を事業主都
合で離職（労働者本人の責めに帰すべき解雇等は除く。）させたことがある事業主以外の事業主である。

基準期間に、障害者トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち１Ａ又は３Ａの
理由により離職した者の数を事業所全体の雇用保険被保険者数で除した割合が６％を超えている（当該離職者数が
３人以下の場合を除く。）事業主以外の事業主である。

障害者トライアル雇用労働者に対して、障害者トライアル雇用期間中に支払うべき賃金（時間外手当、休日手当等
を含む。）を支払った事業主である。


